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生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２９年６月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

!(6+.13%$"-

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２９年６月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広
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生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２９年６月２７日

発 行 愛 媛 県
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○ 医療機関の指定…………………………………………………………………………………………………………………………………………（保健福祉課）…４４４

○ 指定医療機関の廃止の届出……………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４４４

○ 介護機関（居宅介護事業者）の指定…………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４４４

○ 介護機関（介護予防事業者）の指定…………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４４５

○ 指定医療機関（指定訪問看護事業者等）の変更……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４４５

○ 指定介護機関（居宅介護事業者）の変更……………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４４５

○ 指定介護機関（居宅介護支援事業者）の変更………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４４５

○ 指定介護機関（介護予防事業者）の変更……………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４４６

○ 農用地利用配分計画の認可申請……………………………………………………………………………………………………（農政課農地・担い手対策室）…４４６

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第５条による特定施設の設置の許可申請の概要……………………………………………………（東予地方局環境保全課）…４４６

○ 指定居宅サービス事業の廃止……………………………………………………………………………………………………………（中予地方局地域福祉課）…４５２

○ 指定介護予防サービス事業の廃止………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４５２

○ 道路の区域変更（県道池田中山線）…………………………………………………………………………………………………………（中予地方局管理課）…４５２

○ 道路の供用開始（県道池田中山線）…………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４５２

, .

○ 公文書の公開の実施状況………………………………………………………………………………………………………………………………（広報広聴課）…４５３

○ 個人情報の開示等の実施状況…………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４５３

○ ＥＰ－ＷＡＮシステムの借入れ…………………………………………………………………………………………………………………（警察本部会計課）…４５４
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○ 愛媛県市町村職員共済組合公告………………………………………………………………………………………………………………………（市町振興課）…４５６

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

上島町魚島国民健康保険診
療所

越智郡上島町魚島一番耕
地１３６２番地１

平成２９年５月１日

ささき皮フ科クリニック
西予市宇和町卯之町二丁
目２９６番地

平成２９年５月１日

清家消化器内科クリニック
宇和島市恵美須町一丁目
３番１０号

平成２９年５月１日

フ ァ ー ス ト 薬 局 東温市田窪３０８番地６ 平成２９年６月１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

株 式 会 社 東 予 薬 局
新居浜市高田一丁目１番
６２号

平成２９年３月３１日

株式会社東予薬局中須賀店
新居浜市中須賀町一丁目
６番１１号

平成２９年３月３１日

上島町魚島国民健康保険診
療所

越智郡上島町魚島１番耕
地１２４番地第３

平成２９年４月３０日

ささき皮フ科クリニック
西予市宇和町卯之町二丁
目２９６番地

平成２９年４月３０日

清家消化器内科クリニック
宇和島市恵美須町一丁目
３番１０号

平成２９年４月３０日

毎週（火・金）曜日発行 第２８８６号 平成２９年６月２７日
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愛媛県知事 中 村 時 広

!&,')*+%$!(

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２９年６月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広
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生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関（指定訪問看護事業者等）の指定訪問看護事業等を行う事業

所の所在地が次のように変更された。

平成２９年６月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広
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生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２９年６月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

!&,')*+%$$(

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護支援事業を行

う事業所の所在地が次のように変更された。

平成２９年６月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人 聖風会 西条市氷見字上寺丙１９５番地
指定短期入所生活介護事業所
道前荘

西条市小松町大頭甲１０８５番地
１

平成２９年４月１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社 ほほえみ 伊予市大平甲３６０番地２ 宅老所 ほほえみ 伊予市大平乙２１５番地９ 平成２９年２月１日

社会福祉法人 聖風会 西条市氷見字上寺丙１９５番地
指定短期入所生活介護事業所
道前荘

西条市小松町大頭甲１０８５番地
１

平成２９年４月１日

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社サスケ 新居浜市西町１－３０
訪問看護ステーションまごこ
ろ

（変更後）
四国中央市土居町津根３０２５－
１

平成２９年４月２４日
（変更前）
四国中央市土居町津根３３５７－
１

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

特定非営利活動法人ワーカー
ズ・コレクティブひと

新居浜市中筋町１丁目９番４２
号

ヘルパーステーションひと

（変更後）
新居浜市中西町３番２０号

平成２７年６月１日
（変更前）
新居浜市西喜光地町８番１号

& , ' -平成２９年６月２７日 第２８８６号
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農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）

第１８条第１項の規定に基づき、農地中間管理機構公益財団法人えひ

め農林漁業振興機構から農用地利用配分計画の認可申請があった。

当該農用地利用配分計画は、愛媛県農林水産部農政企画局農政課

農地・担い手対策室において告示の日から２週間公衆の縦覧に供す

る。

平成２９年６月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（!）

酒 井 優 行
愛媛県伊予市稲荷２４
０番地

愛媛県伊予市稲荷字
明見前甲５２６番ほか
１筆

４，７５５

田 村 寛
愛媛県今治市菊間町
長坂１２８６番地

愛媛県今治市別名字
福富６３７番１ほか１
筆

２，８２６

農事組合法人
ほのぼの農園

愛媛県伊予郡松前町
大字大溝６１１番地５

愛媛県伊予郡松前町
大字東古泉字五反地
２８４番１ほか２筆

４，３０６

株式会社
だんだん村

愛媛県西条市玉之江
１０５番地７

愛媛県西条市丹原町
石経６９６番

３，８５４

２ 申請年月日

平成２９年６月１４日

"!"!"!"
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次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

西条市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２９年６月２７日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング株式会社

茨城県ひたちなか市堀口７５１番地

代表取締役社長 宮本 佳幸

２ 事業場の名称及び所在地

ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング株式会社西

条工場

西条市ひうち８番地６

３ 特定施設に関する事項

! Ａ－１１０
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生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２９年６月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

特定非営利活動法人ワーカー
ズ・コレクティブひと

新居浜市中筋町１丁目９番４２
号

指定居宅介護支援事業所ひと

（変更後）
新居浜市中西町３番２０号

平成２７年６月１日
（変更前）
新居浜市西喜光地町８番１号

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

特定非営利活動法人ワーカー
ズ・コレクティブひと

新居浜市中筋町１丁目９番４２
号

ヘルパーステーションひと

（変更後）
新居浜市中西町３番２０号

平成２７年６月１日
（変更前）
新居浜市西喜光地町８番１号

特 定 施 設 の 種 類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第６５号 酸又はアルカリによる表面処
理施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり２枚処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１週間

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間

２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要

な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １．０～３．０

最大 １．０～３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８．２

最大 ９．５

% + & ,平成２９年６月２７日 第２８８６号
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浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４８

最大 ９６

備考 汚水等は、弗素含有廃水処理施設及び酸アルカリ廃水中和処理施設に
て処理する。

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第６５号 酸又はアルカリに
よる表面処理施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり４１枚処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１週間

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間

２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要

な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １．０～３．０

最大 １．０～３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８．２

最大 ９．５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４０

最大 ４０

備考 汚水等は、弗素含有廃水処理施設及び酸アルカリ廃水中和処理施設に
て処理する。

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１週間

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間

２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要

な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １．０～３．０

最大 １．０～３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８．２

最大 ９．５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４０

最大 ４０

備考 汚水等は、弗素含有廃水処理施設及び酸アルカリ廃水中和処理施設に
て処理する。

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第６５号 酸又はアルカリに
よる表面処理施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり４１枚処理

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第６５号 酸又はアルカリに
よる表面処理施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり４１枚処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１週間

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間

２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要

な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １．０～３．０

最大 １．０～３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８．２

最大 ９．５

! # " $平成２９年６月２７日 第２８８６号
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" Ｂ－２５

# Ｂ－２６

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２０

最大 ２０

備考 汚水等は、弗素含有廃水処理施設及び酸アルカリ廃水中和処理施設に
て処理する。

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第６５号 酸又はアルカリに
よる表面処理施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり５バッチ処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１週間

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間

２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要

な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １．０～３．０

最大 １．０～３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １．９

最大 １．９

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １０

最大 １０

備考 汚水等は、弗素含有廃水処理施設及び酸アルカリ廃水中和処理施設に
て処理する。

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１週間

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間

２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要

な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １．０～３．０

最大 １．０～３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １．９

最大 １．９

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １０

最大 １０

備考 汚水等は、弗素含有廃水処理施設及び酸アルカリ廃水中和処理施設に
て処理する。

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第６５号 酸又はアルカリに
よる表面処理施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり５バッチ処理

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第６５号 酸又はアルカリに
よる表面処理施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり４１枚処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１週間

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間

２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要

な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １．０～３．０

最大 １．０～３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １．９

最大 １．９
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" Ｅ－８１

# Ｅ－８２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １０

最大 １０

備考 汚水等は、弗素含有廃水処理施設及び酸アルカリ廃水中和処理施設に
て処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６３号ホ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １分当たり０．０５立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１週間

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間

２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要

な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １．０～３．０

最大 １．０～３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８．２

最大 ９．５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５

最大 ４０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５

最大 ５

備考 汚水等は、弗素含有廃水処理施設及び酸アルカリ廃水中和処理施設に
て処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６３号ホ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １分当たり２立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１週間

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間

２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要

な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １．０～３．０

最大 １．０～３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８．２

最大 ９．５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５

最大 ４０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５

最大 ５

備考 汚水等は、弗素含有廃水処理施設及び酸アルカリ廃水中和処理施設に
て処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６３号ホ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １分当たり４立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１週間

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間

２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要

な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １．０～３．０

最大 １．０～３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８．２

最大 ９．５
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# Ｆ－８２

４ 汚水等の処理施設に関する事項

! 弗素含有廃水処理施設

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５

最大 ４０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５

最大 ５

備考 汚水等は、弗素含有廃水処理施設及び酸アルカリ廃水中和処理施設に
て処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６３号ホ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １分当たり０．３立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１週間

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間

２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要

な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １．０～３．０

最大 １．０～３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８．２

最大 ９．５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５

最大 ４０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５

最大 ５

備考 汚水等は、弗素含有廃水処理施設及び酸アルカリ廃水中和処理施設に
て処理する。

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１週間

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間

２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要

な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １２．０～１３．０

最大 １２．０～１３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５０

最大 ５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４３０

最大 ４３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．８４

最大 ０．８４

備考 汚水等は、ＳＯＰＤ処理施設にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第６５号 酸又はアルカリに
よる表面処理施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり２５枚処理

設 置 年 月 日 昭和５８年９月３０日

処 理 施 設 の 種 類 物理化学的処理

処 理 施 設 の 型 式 凝集沈殿方式

処 理 施 設 の 構 造 エポキシ樹脂製及びコンクリート製等

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

凝集槽Ⅰ
縦２．１メートル 横２．９メートル
高さ３．５メートル

沈殿槽
縦９．５メートル 横９．５メートル
高さ３．５メートル

凝集槽Ⅱ
直径 ２メートル 高さ２．８メートル

高速沈殿槽
直径 ４メートル 高さ１．８メートル

処 理 施 設 の 能 力 １時間当たり７２立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 凝集沈殿方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間

２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要

な し
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! 酸アルカリ廃水中和処理施設

" ＳＯＰＤ処理施設

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １～３

最大 １～３

通常 ８～１０

最大 ８～１０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８．２

最大 ９．５

通常 ８．２

最大 ９．５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５

最大 ４０

通常 ２５

最大 ４０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ５０

通常 ３０

最大 ５０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １８０

最大 ２７８

通常 ５

最大 ８

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，６３０

最大 １，６８０

通常 １，６３０

最大 １，６８０

備考 汚水等は、酸アルカリ廃水中和処理施設にて処理する。

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２９．７

最大 ５２．８

通常 ２９．７

最大 ５２．８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．４

最大 ８．０

通常 １．４

最大 ８．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６，０８０

最大 ６，７８０

通常 ６，０８０

最大 ６，７８０

設 置 年 月 日 昭和５８年９月３０日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 中和処理方式

処 理 施 設 の 構 造 エポキシ樹脂製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

一次中和槽
縦２．５メートル 横３．５メートル
高さ３．５メートル ×２基

二次中和槽
縦２．５メートル 横３．５メートル
高さ３．５メートル ×２基

処 理 施 設 の 能 力 １時間当たり３００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和処理方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間

２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要

な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ３～１０

最大 ３～１０

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８．０

最大 ９．４

通常 ８．０

最大 ９．４

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２３．９

最大 ３８．８

通常 ２３．９

最大 ３８．８

設 置 年 月 日 平成１０年３月１日

処 理 施 設 の 種 類 生物化学的処理

処 理 施 設 の 型 式 膜分離式活性汚泥方式

処 理 施 設 の 構 造 ステンレス製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

ばっ気槽Ⅰ
縦２．５メートル 横７．５メートル
高さ３．５メートル

ばっ気槽Ⅱ
縦２．５メートル 横５．５メートル
高さ３．５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １時間当たり１．８立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 膜分離式活性汚泥方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間

２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要

な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １２～１３

最大 １２～１３

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５０

最大 ５０

通常 ２０

最大 ２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２０

通常 ５

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４３０

最大 ４３０

通常 １００

最大 １００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４１

最大 ４１

通常 ４１

最大 ４１

備考 汚水等は、酸アルカリ廃水中和処理施設にて処理する。

! # " $平成２９年６月２７日 第２８８６号
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介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２９年６月２７日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

!&,')*+%%"(

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２９年６月２７日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

!&,')*+%%#(

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年６月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

!&,')*+%%$(

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年６月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６．６

最大 ７．７

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５

最大 ４０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２２

最大 ４０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ６．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８，２９５

最大 ９，０００

備考 この他に、雨水排水口が５箇所ある。

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人 愛寿会 ヘルパーステーション伊予あいじゅ 愛媛県伊予市宮下１２２４番地１ 平成２９年５月３１日 訪問介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人 愛寿会 ヘルパーステーション伊予あいじゅ 愛媛県伊予市宮下１２２４番地１ 平成２９年５月３１日 介護予防訪問介護

道路の種類 路 線 名 区 間
旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 池田中山線
伊予市中山町出渕９番耕地１６９番５から

同町出渕９番耕地１８１番３まで

旧 １３．８～４３．７ ０．０４７

新 ２１．８～５６．４ ０．０４３

& , ' -平成２９年６月２７日 第２８８６号

４５２



' (

!' (

'2,!'#!+).$

平成２８年度の公開請求等に対する公文書の公開の実施状況の概要

を次のとおり公表する。

平成２９年６月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公文書の公開の請求等及び処理の状況

（単位：件）

区 分
請求等の

件 数

処 理 の 状 況
取 下 げ

公 開 部分公開 非 公 開

公開請求 ２，０１０ １，１１９ ５４５ ３０３ ４３

公開申請 ４ ２ ２ ０ ０

計 ２，０１４ １，１２１ ５４７ ３０３ ４３

注１ 公開請求とは、愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第２７号。

以下「条例」という。）に基づく公開請求をいう。

２ 公開申請とは、条例附則第３項ただし書の規定によりなおその効

力を有するものとされている愛媛県情報公開要綱（平成５年１０月愛媛

県・愛媛県公営企業管理局・愛媛県教育委員会・愛媛県選挙管理委

員会・愛媛県人事委員会・愛媛県監査委員・愛媛県地方労働委員会・

愛媛県収用委員会・愛媛海区漁業調整委員会・愛媛県内水面漁場管

理委員会告示第１２５５号。以下「要綱」という。）に基づく公開申請

（要綱第２条第１項に規定する実施機関の職員が職務上作成し、又

は取得した文書、図画及び写真であって、同条第２項に規定する決

裁等が終了したもののうち、公立大学法人愛媛県立医療技術大学に

引き継がれたものに係る公開申請を含む。）をいう。

２ 公文書の公開の請求等の実施機関別内訳

（単位：件）

実 施 機 関 公開請求件数 公開申請件数

総 務 部 ４６ １

企 画 振 興 部 １８ ０

知 県 民 環 境 部 ６５ ０

保 健 福 祉 部 ２６９ １

経 済 労 働 部 ４４ ０

農 林 水 産 部 ２１２ ０

土 木 部 ８１９ ２

事 え ひ め 国 体 推 進 局 １ ０

出 納 局 ３ ０

小 計 １，４７７ ４

議 会 １６

公 営 企 業 管 理 者 ７ ０

教 育 委 員 会 １１４ ０

選 挙 管 理 委 員 会 ２１ ０

人 事 委 員 会 ３ ０

監 査 委 員 １ ０

公 安 委 員 会 ０

警 察 本 部 長 ３７０

労 働 委 員 会 １ ０

収 用 委 員 会 ０ ０

海 区 漁 業 調 整 委 員 会 ０ ０

内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 ０ ０

公立大学法人愛媛県立医療技術大学 ０ ０

愛 媛 県 住 宅 供 給 公 社 ０

愛 媛 県 土 地 開 発 公 社 ０

合 計 ２，０１０ ４

３ 公文書の公開の請求等の主な内容

（単位：件）

請 求 等 の 主 な 内 容 公開請求件数 公開申請件数

工事設計書 ６７５ ０

懲戒処分等の職員の処分関係 ３０９ ０

名簿関係 １７３ １

公益法人等の決算書類 １３４ ０

建築工事再資源化等届出書 ７９ ０

４ 公文書公開請求者等別の内訳

（単位：件）

公 開 請 求 者 等 の 区 分 公開請求件数 公開申請件数

県内に住所を有する者又は事務所若しく

は事業所を有する個人及び法人その他団

体

１，３０９ ３

その他のもの ７０１ １

５ 不服申立て等の状況

! 不服申立て

（単位：件）

不服申立て件数 処 理 の 状 況

平 成

２７年度

からの

繰 越

件 数

平 成

２８年度

不 服

申立て

件 数

裁 決 又 は 決 定

審理中 取下げ却 下 棄 却 一 部

認 容

認 容

２ ７ ０ ３ ３ １ ２ ０

注 不服申立てとは、公文書の公開請求に対する決定について、行政不服

審査法（平成２６年法律第６８号）及び同法による改正前の行政不服審査法

（昭和３７年法律第１６０号）に基づく不服申立てをいう。

" 不服申出

実績なし

"!"!"!"
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平成２８年度の開示請求等に対する個人情報の開示等の実施状況の

概要を次のとおり公表する。

平成２９年６月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 個人情報取扱事務の登録件数

（単位：件）

実 施 機 関 年度末件数

総 務 部 ７８

企 画 振 興 部 ７１

知 県 民 環 境 部 １８８

保 健 福 祉 部 ５０２

経 済 労 働 部 ９８

農 林 水 産 部 ２０１

土 木 部 １３３

事 え ひ め 国 体 推 進 局 １

出 納 局 １０

小 計 １，２８２

議 会 １３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 池田中山線
伊予市中山町出渕５番耕地８５８番２から

同町出渕９番耕地１８１番２まで
平成２９年６月２７日

" 1 % 3平成２９年６月２７日 第２８８６号
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公 営 企 業 管 理 者 １７

教 育 委 員 会 １５３

選 挙 管 理 委 員 会 ２１

人 事 委 員 会 ４

監 査 委 員 ５

公 安 委 員 会 ６

警 察 本 部 長 １６６

労 働 委 員 会 ４

収 用 委 員 会 １１

海 区 漁 業 調 整 委 員 会 ２

内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 １

公立大学法人愛媛県立医療技術大学 ２３

合 計 １，７０８

２ 個人情報の開示請求の状況

! 書面による開示請求

（単位：件）

実 施 機 関
請 求 の

件 数

処 理 の 状 況
取 下 げ

開 示 部分開示 非 開 示

知 事 ３２ ５ ２１ ５ １

公営企業管理者 １００ ４７ ５０ ３ ０

教 育 委 員 会 ９ ９ ０ ０ ０

人 事 委 員 会 ３ ２ ０ １ ０

警 察 本 部 長 １７８ １９ １０２ ５７ ０

合 計 ３２２ ８２ １７３ ６６ １

注 他の実施機関については、実績なし。

" 口頭による開示請求

（単位：件）

実 施 機 関 請求の件数

総 務 部 １０

知 県 民 環 境 部 ５

保 健 福 祉 部 １９

事 経 済 労 働 部 １

小 計 ３５

教 育 委 員 会 ７，５８５

人 事 委 員 会 ３４９

警 察 本 部 長 ３

公立大学法人愛媛県立医療技術大学 ５０

合 計 ８，０２２

注１ 「口頭による開示請求」とは、実施機関があらかじ

め定めた個人情報について、口頭により開示請求でき

るものであり、請求があった場合は、原則開示するも

のである。

２ 他の実施機関については、実績なし。

３ 個人情報の訂正請求の状況

（単位：件）

実 施 機 関
請 求 の

件 数

処 理 の 状 況
取 下 げ

訂 正 部分訂正 非 訂 正

警 察 本 部 長 １ １ ０ ０ ０

合 計 １ １ ０ ０ ０

注 他の実施機関については、実績なし。

４ 個人情報の利用停止請求の状況

（単位：件）

実 施 機 関
請 求 の

件 数

処 理 の 状 況

取 下 げ全 部

利用停止

部 分

利用停止

非 利 用

停 止

警 察 本 部 長 ３ ０ ０ ３ ０

合 計 ３ ０ ０ ３ ０

注 他の実施機関については、実績なし。

５ 不服申立ての状況

実績なし

"!"!"!"
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次のとおり一般競争入札に付する。

平成２９年６月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

! 件名

ＥＰ－ＷＡＮシステムの借入れ

" 借入物品名及び数量

ＥＰ－ＷＡＮシステム一式（ハードウェア一式、ソフトウェ

ア一式、搬入・据付け・配線・調整等一式を含む。）

# 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

$ 借入期間

平成３０年３月１日から平成３５年２月２８日まで

% 借入場所

入札説明書及び仕様書による。

& 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について、平成２９・３０・

３１年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有す

ると認められた業者で、次の事項に該当するもの。

! 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

" 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

# 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されていることを

証明した者であること。

$ 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

３ 入札書の提出場所等

! 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課調度第二係

〒７９０―８５７３
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愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０

" 入札書の受領期限

平成２９年８月１０日（木）午後２時００分

# 入札説明書の交付方法

!に掲げる場所で交付する。

$ 開札の日時及び場所

平成２９年８月１０日（木）午後２時００分

愛媛県警察本部 ２階 第一会議室

４ その他

! 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

" 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

# 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類を、提出しなければなら

ない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

ア 受領期限

公告の日から平成２９年８月４日（金）午後５時１５分まで。

$ 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

% 契約書作成の要否

要

& 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

' その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

! Nature and quantity of the product to be leased： EP―WAN

system

" Time limit of tender：２：００ p．m．，１０，August，２０１７

# For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Finance Division，Administration

Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，２―２

Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

TEL０８９―９３４―０１１０

! # " $平成２９年６月２７日 第２８８６号

４５５



) 0

!!/$*.-+"#(,&%'

愛媛県市町村職員共済組合定款第５条の規定に基づき、平成２８年度決算の要旨を公告する。

平成２９年６月２７日

愛媛県市町村職員共済組合

理事長 石 橋 寛 !

損益計算書の要旨 （単位：千円）

経 理 区 分 短期 厚生年金保険 退職等年金 経過的長期
経過的長期
預託金管理

業務 保健 宿泊 貯金 貸付 物資

負担金
４，２７２，８１０

１１，６３９，８５１ ６３７，４５０ １４９，７０６ １６５，７８９
２２４，２１６

３８７，０３６

掛金・組合員保険料
４，３１４，７３２

７，４２２，５９８ ６３７，４４５
１７２，６４６

３９６，６９１

収

施設収入・商品売上 ９２，７４７

受取手数料 １１，１１７

組合員貸付金利息 １０４，４９２

利息及び配当金
８３

８５，６２６ ７２
８７

５２ ６５３，３４２ ６９５
９

入

その他収入
３５８，７１４

７８，７９３
２６７

４１，４１３ ４，８４９ ３３４ １３４

補助金
５，５７３

他経理から繰入金 ２９，５２３ ２１，０００

前年度繰越支払準備金
６９６，０４５

計
９，６４２，３８４

１９，０６２，４４９ １，２７４，８９５ １４９，７０６ ８５，６２６ ２７４，１７７
３９７，２１６

１５５，２１２ ６５８，１９１ １０５，５２１ １１，２５１
７８３，７３６ ５，５７３

給付
４，２８６，５３６

役職員給与 １０９，３６６
１４，０２３

４８，５６６ ２５，９４８ ７，７４５

厚生費 １０２
２９０，８５６

３５ ２４ ８
５，５４９

支

特定健康診査等費
２１，２８８

旅費・事務費 １３，７４６
２，８０８

１，５３６ ４，４５０ １，８８７ ４３５

商品仕入 ２６０

飲食材料費

委託費・委託管理費 ５，８５２
３０３

２１，７０７ ４８２ ２１６ １５０

支払利息 ８５，６２６ ５１７，４０６ ８５，１４１ ３，４１０
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老人保健拠出金
４３

退職者給付拠出金
１０４，７２８

前期高齢者納付金
１，９１４，９９４

後期高齢者支援金
１，６６２，５７３

病床転換支援金
１０

介護納付金
７９３，３０４

連合会払込金・拠出金
５２２，６７５

５，３６１

出

負担金払込金・掛金払込金・
保険料払込金

１９，０６２，４４９ １，２７４，８９５ １４９，７０６

他経理へ繰入金
２９，５２３ ２１，０００

その他支出
５１，８００

１２４，８８３
４１，０７５

７１，１８９ ２６，６７５ ５，７５３ ５，９９９
７６２ ２４

次年度繰越支払準備金
６７５，７７６

計
９，２４８，６５８

１９，０６２，４４９ １，２７４，８９５ １４９，７０６ ８５，６２６ ２５３，９４９
３９１，３５３

１４３，２９３ ５７４，９８５ １０６，１１１ ９，９９４
７９４，０６６ ５，５７３

差引当期利益金又は当期損失金（△）
３９３，７２６

０ ０ ０ ０ ２０，２２８
５，８６３

１１，９１９ ８３，２０６ △５９０ １，２５７
△１０，３３０ ０

貸借対照表の要旨

資

流動資産 １，１４８，２９５ １，１５６，４５６ ８０，８９０ １，０２４ １７１，６７７ ４２０，６５１ ４６８，１２９ ３５３，１８６ １８，７９４，３３３ ７４，８０１ ３１１，２９１

産

固定資産 ３，２１１，０００ ５２３ １ ７５０，６６１ ３８，６０４，６９１ ３，６１５，９５５

繰延資産

資 産 合 計 １，１４８，２９５ １，１５６，４５６ ８０，８９０ １，０２４ ３，３８２，６７７ ４２１，１７４ ４６８，１３０ １，１０３，８４７ ５７，３９９，０２４ ３，６９０，７５６ ３１１，２９１

負

流動負債 ２４，２４５ １，１５６，４５６ ８０，８９０ １，０２４ １，４９９
１０，９７６

５，８７２ ５２，３６５，２３６ ８１２ １８８
２，５２５

債

固定負債 ６７５，７７６ ３，３８２，６７７ ２２０，５９２
４６，０２２

２７，４９０ ２３，８０５ ３，２９６，９８８ ２４４，１１５

負債合計 ７００，０２１ １，１５６，４５６ ８０，８９０ １，０２４ ３，３８２，６７７ ２２２，０９１ ５９，５２３ ３３，３６２ ５２，３８９，０４１ ３，２９７，８００ ２４４，３０３

純 資本剰余金 ９４５，４３２

資 利益剰余金又は欠損金（△）
４４６，７８６

１９９，０８３
４０８，６０７

１２５，０５３ ５，００９，９８３ ３９２，９５６ ６６，９８８
１，４８８

産 純資産合計 ４４８，２７４ ０ ０ ０ ０ １９９，０８３ ４０８，６０７ １，０７０，４８５ ５，００９，９８３ ３９２，９５６ ６６，９８８

負 債 ・ 純 資 産 合 計 １，１４８，２９５ １，１５６，４５６ ８０，８９０ １，０２４ ３，３８２，６７７ ４２１，１７４ ４６８，１３０ １，１０３，８４７ ５７，３９９，０２４ ３，６９０，７５６ ３１１，２９１

（注）短期経理の上段は短期、下段は介護に係るもの、保健経理の上段は保健、下段はメンタルヘルス対策事業に係るもの
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